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▲ＩＰ通信網サービス契約約款 共通編（平成11年経企第35号） 

実施 平成11年７⽉１⽇ 

▲ＩＰ通信網サービス契約約款 共通編（平成11年経企第35号） 

実施 平成11年７⽉１⽇ 

  

  

附 則（平成30年３⽉26⽇ ＮＳオ第00323192号） 附 則（平成30年３⽉26⽇ ＮＳオ第00323192号） 

１ （略） １ （略） 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第３種オープンコンピ

ュータ通信網サービス、第５種オープンコンピュータ通信網サービス又は第８種オープ

ンコンピュータ通信網サービスに関する料金その他の提供条件については、なお従前の

とおりとします。 

 ただし、次に掲げるものについては、この限りでありません。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第３種オープンコンピ

ュータ通信網サービス、第５種オープンコンピュータ通信網サービス又は第８種オープ

ンコンピュータ通信網サービスに関する料金その他の提供条件については、なお従前の

とおりとします。 

 ただし、次に掲げるものについては、この限りでありません。 

ア 第３種オープンコンピュータ通信網サービス又は第５種オープンコンピュータ通信

網サービスの付加機能のうち、大量通信制御機能 

ア （略） 

イ 第３種オープンコンピュータ通信網サービスのうち、ＳＴＭ方式のもの イ （略） 

ウ 第８種オープンコンピュータ通信網サービスのうち、品目が0.5Mb/sのもの ウ （略） 

エ 第５種オープンコンピュータ通信網サービスのうち、品目が非対称型のもの エ （略） 

オ 第５種オープンコンピュータ通信網サービスのうち、その契約者回線の終端におい

て、当社のアクセスデータ通信サービス又はイーサネット通信サービスと接続してい

るもの 

オ （略） 

 カ 第３種オープンコンピュータ通信網サービス、第５種オープンコンピュータ通信網

サービス又は第８種オープンコンピュータ通信網サービスのうち、その利用形態が相

互バックアップ（２のＩＰ通信網サービス相互間において、一方のＩＰ通信網サービ

スが利用できない状態となったときに、もう一方のＩＰ通信網サービスを利用して通

信を行う設定となっているものをいいます。）にあたるもの 

３〜７ （略） ３〜７ （略） 

  

  

 附 則（令和６年９⽉25⽇ ＣＮＳ１サ第000400007750-01号） 

 （実施期⽇） 

１ この改正規定は、令和８年４⽉１⽇から実施します。 
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 （経過措置） 

２ 当社は、ＮＳオ第00323192号（平成30年３⽉26⽇）の附則の規定により提供してい

る第３種オープンコンピュータ通信網サービス、第５種オープンコンピュータ通信網サ

ービス及び第８種オープンコンピュータ通信網サービスのうち、その利用形態が相互バ

ックアップ（２のＩＰ通信網サービス相互間において、一方のＩＰ通信網サービスが利

用できない状態となったときに、もう一方のＩＰ通信網サービスを利用して通信を行う

設定となっているものをいいます。）にあたるものを廃止します。 

 ３ ＮＳオ第00323192号（平成30年３⽉26⽇）の附則の２の規定をこの改正規定実施の

⽇をもって次のとおり変更します。 

 ２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第３種オープンコン

ピュータ通信網サービス、第５種オープンコンピュータ通信網サービス又は第８種オ

ープンコンピュータ通信網サービスに関する料金その他の提供条件については、なお

従前のとおりとします。 

 ただし、次に掲げるものについては、この限りでありません。 

 ア 第３種オープンコンピュータ通信網サービス又は第５種オープンコンピュータ通

信網サービスの付加機能のうち、大量通信制御機能 

 イ 第３種オープンコンピュータ通信網サービスのうち、ＳＴＭ方式のもの 

 ウ 第８種オープンコンピュータ通信網サービスのうち、品目が0.5Mb/sのもの 

 エ 第５種オープンコンピュータ通信網サービスのうち、品目が非対称型のもの 

 オ 第５種オープンコンピュータ通信網サービスのうち、その契約者回線の終端にお

いて、当社のアクセスデータ通信サービス又はイーサネット通信サービスと接続し

ているもの 

 カ 第３種オープンコンピュータ通信網サービス、第５種オープンコンピュータ通信

網サービス又は第８種オープンコンピュータ通信網サービスのうち、その利用形態

が相互バックアップ（２のＩＰ通信網サービス相互間において、一方のＩＰ通信網

サービスが利用できない状態となったときに、もう一方のＩＰ通信網サービスを利

用して通信を行う設定となっているものをいいます。）にあたるもの 

 ４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 ５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱い

については、なお従前のとおりとします。 

  

 




